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 平成26年改正法附則第16条第 3 項の規定によりなおその効力を有するも

のとして読み替えて適用される旧電気事業法第19条第 7 項の規定により、

次のとおり特定小売供給約款を変更したいので届け出ます。 

 

変 更 の 内 容 別紙 特定小売供給約款のとおりであります。 

実 施 期 日 令 和 元 年 1 0 月 1 日 
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のとして読み替えて適用される旧電気事業法第19条第 4 項の規定により、

次のとおり特定小売供給約款を変更したので届け出ます。 

 

変 更 の 内 容 別紙 特定小売供給約款のとおりであります。 

実 施 期 日 令 和 元 年 1 0 月 1 日 
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代 表 取 

電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置

に関する省令第25条および第23条の規定に基づく添付書類 

 

 

1 変更を必要とする理由 

2 新旧料金率比較表および供給条件の変更の内容 

3 工事費負担金等相当額説明書 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

1 変更を必要とする理由 
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変更を必要とする理由  

 

 平成 28年 11月 18日に成立した「社会保障の安定財源の確

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一

部を改正する等の法律 等の一部を改正する法律 」（平成 28

年法律第 85号）による消費税法の改正および「社会保障の

安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律 等の一部

を改正する法律 」（平成 28年法律第 86号）による地方税法

の改正を受け，このたび，当社は，消費税率の引き上げに

よる新たな料金率等を設定すべく， 特定小売 供給約款を見

直すことといたしました。  

 この消費税率の引き上げによる新たな料金率等の設定 に

ついては，平成 26年改正法附則第 16条第  3 項の規定によりな

おその効力を有するものとして 読み替えて適用される 旧電

気事業法第 19条第  6 項に規定された「他の法律の規定により

支払うべき費用の額の増加に対応する場合として経済産業

省令で定める場合」に該当することから， 平成 26年改正法

附則第 16条第  3 項の規定によりなおその効力を有するもの

として読み替えて適用される 旧電気事業法第 19条第  7 項の

規定にもとづき，ここに特定小売供給約款の変更を届け出

る次第であります。   

また，当社は ，ホールディングカンパニー制へ 移行した



 

- 2 - 

ことにともなう 託送供給に係る供給条件の明確化等に 必要

となる変更を行 なうため，上記の変更と合わせ， 特定小売

供給約款を見直すことといたしました。  

 つきましては , 平成 26年改正法附則第 16条第  3 項の規定

によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用さ

れる旧電気事業法第 19条第  4 項の規定にもとづき，ここに特

定小売供給約款の変更を届け出る次第であります。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 新旧料金率比較表および 

 供給条件の変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



単位 料 金 率 単位 料 金 率
      円 銭       円 銭 

需要家料金 １契約 54.00      需要家料金 １契約 55.00      
定 定

電灯料金 電灯料金
　１０Ｗまで １　灯 97.75      　１０Ｗまで １　灯 99.56      
　２０Ｗまで 〃 146.90     　２０Ｗまで 〃 149.62     

額 　４０Ｗまで 〃 245.20     額 　４０Ｗまで 〃 249.74     
　６０Ｗまで 〃 343.51     　６０Ｗまで 〃 349.87     
　１００Ｗまで 〃 540.12     　１００Ｗまで 〃 550.12     
　１００Ｗ超過 　１００Ｗ超過

電 　１００Ｗまでごとに 〃 540.12     電 　１００Ｗまでごとに 〃 550.12     

小型機器料金 小型機器料金
　５０ＶＡまで １機器 234.82     　５０ＶＡまで １機器 239.17     

灯 　１００ＶＡまで 〃 380.01     灯 　１００ＶＡまで 〃 387.05     
　１００ＶＡ超過 　１００ＶＡ超過
　１００ＶＡまでごとに 〃 380.01     　１００ＶＡまでごとに 〃 387.05     

最低料金 最低料金
Ａ 　最初の８kWhまで １契約 231.55     Ａ 　最初の８kWhまで １契約 235.84     

電力量料金 電力量料金
　８kWh超過分 １kWh 19.52      　８kWh超過分 １kWh 19.88      

従 従
基本料金 基本料金
　１０アンペア １契約 280.80     　１０アンペア １契約 286.00     
　１５アンペア 〃 421.20     　１５アンペア 〃 429.00     
　２０アンペア 〃 561.60     　２０アンペア 〃 572.00     
　３０アンペア 〃 842.40     　３０アンペア 〃 858.00     
　４０アンペア 〃 1,123.20   　４０アンペア 〃 1,144.00   

量 　５０アンペア 〃 1,404.00   量 　５０アンペア 〃 1,430.00   
Ｂ 　６０アンペア 〃 1,684.80   Ｂ 　６０アンペア 〃 1,716.00   

電力量料金 電力量料金
　最初の120kWhまで １kWh 19.52      　最初の120kWhまで １kWh 19.88      
　120kWh超過 　120kWh超過
　　　　　300kWhまで 〃 26.00      　　　　　300kWhまで 〃 26.48      
　300kWh超過分 〃 30.02      　300kWh超過分 〃 30.57      

電 電
最低月額料金 １契約 231.55     最低月額料金 １契約 235.84     

基本料金 １kVA 280.80     基本料金 １kVA 286.00     

灯 電力量料金 灯 電力量料金
Ｃ 　最初の120kWhまで １kWh 19.52      Ｃ 　最初の120kWhまで １kWh 19.88      

　120kWh超過 　120kWh超過
　　　　　300kWhまで 〃 26.00      　　　　　300kWhまで 〃 26.48      
　300kWh超過分 〃 30.02      　300kWh超過分 〃 30.57      

新  旧  料  金  率  比  較  表（  電  灯  分  ）

現　　行　　料　　金 改　　定　　料　　金

区　　　　　分 区　　　　　分
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単位 料 金 率 単位 料 金 率
      円 銭       円 銭 

５０ＶＡまで１日につき １契約 7.91       ５０ＶＡまで１日につき １契約 8.06       
１００ＶＡまで   〃 〃 15.81      １００ＶＡまで   〃 〃 16.10      

臨 １００ＶＡ超過５００ＶＡ 臨 １００ＶＡ超過５００ＶＡ
Ａ まで１００ＶＡまでごとに Ａ まで１００ＶＡまでごとに

　　　　　　 　　〃 〃 15.81      　　　　　　 　　〃 〃 16.10      
１kVAまで　  　  〃 〃 158.12     １kVAまで　  　  〃 〃 161.05     

時 １kVA超過３kVAまで１kVA 時 １kVA超過３kVAまで１kVA
までごとに　　   〃 〃 158.12     までごとに　　   〃 〃 161.05     

電 基本料金 10A 308.88     電 基本料金 10A 314.60     
Ｂ Ｂ

電力量料金 １kWh 33.01      電力量料金 １kWh 33.62      

灯 灯
基本料金 １kVA 308.88     基本料金 １kVA 314.60     

Ｃ Ｃ
電力量料金 １kWh 33.01      電力量料金 １kWh 33.62      

需要家料金 １契約 48.60      需要家料金 １契約 49.50      

電灯料金 電灯料金
　１０Ｗまで １　灯 88.46      　１０Ｗまで １　灯 90.10      
　２０Ｗまで 〃 133.73     　２０Ｗまで 〃 136.20     
　４０Ｗまで 〃 224.25     　４０Ｗまで 〃 228.40     
　６０Ｗまで 〃 314.78     　６０Ｗまで 〃 320.61     

公 　１００Ｗまで 〃 495.84     公 　１００Ｗまで 〃 505.02     
　１００Ｗ超過 　１００Ｗ超過
　１００Ｗまでごとに 〃 495.84     　１００Ｗまでごとに 〃 505.02     

衆 小型機器料金 衆 小型機器料金
　５０ＶＡまで １機器 214.30     　５０ＶＡまで １機器 218.27     

Ａ 　１００ＶＡまで 〃 343.29     Ａ 　１００ＶＡまで 〃 349.65     
　１００ＶＡ超過 　１００ＶＡ超過

街 　１００ＶＡまでごとに 〃 343.29     街 　１００ＶＡまでごとに 〃 349.65     

路 路
 〔附　 則〕  〔附 　則〕
最低料金 最低料金
　最初の８kWhまで １契約 220.75     　最初の８kWhまで １契約 224.84     

灯 電力量料金 灯 電力量料金
　８kWh超過分 １kWh 19.69      　８kWh超過分 １kWh 20.05      

基本料金 １kVA 253.80     基本料金 １kVA 258.50     
Ｂ 電力量料金 １kWh 19.69      Ｂ 電力量料金 １kWh 20.05      

最低月額料金 １契約 220.75     最低月額料金 １契約 224.84     

（旧供給約款附則６の適用
を受けていたお客さま）

（旧供給約款附則６の適用
を受けていたお客さま）

現　　行　　料　　金 改　　定　　料　　金

区　　　　　分 区　　　　　分
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単位 料 金 率 単位 料 金 率
      円 銭 

需要家料金 １契約 54.00      
定

電灯料金
　１０Ｗまで １　灯 97.75      
　２０Ｗまで 〃 146.90     

額 　４０Ｗまで 〃 245.20     
　６０Ｗまで 〃 343.51     
　１００Ｗまで 〃 540.12     
　１００Ｗ超過

電 　１００Ｗまでごとに 〃 540.12     

小型機器料金
　５０ＶＡまで １機器 234.82     

灯 　１００ＶＡまで 〃 380.01     
　１００ＶＡ超過
　１００ＶＡまでごとに 〃 380.01     

最低料金
Ａ 　最初の８kWhまで １契約 231.55     

電力量料金
　８kWh超過分 １kWh 19.52      

従
基本料金
　１０アンペア １契約 280.80     
　１５アンペア 〃 421.20     
　２０アンペア 〃 561.60     
　３０アンペア 〃 842.40     
　４０アンペア 〃 1,123.20   

量 　５０アンペア 〃 1,404.00   
Ｂ 　６０アンペア 〃 1,684.80   

電力量料金
　最初の120kWhまで １kWh 19.52      
　120kWh超過
　　　　　300kWhまで 〃 26.00      
　300kWh超過分 〃 30.02      

電
最低月額料金 １契約 231.55     

基本料金 １kVA 280.80     

灯 電力量料金
Ｃ 　最初の120kWhまで １kWh 19.52      

　120kWh超過
　　　　　300kWhまで 〃 26.00      
　300kWh超過分 〃 30.02      

区　　　　　分 区　　　　　分

新  旧  料  金  率  比  較  表（  電  灯  分  ）

（附則7〔消費税法の改正にともなう経過措置〕）

現　　行　　料　　金 新　　設　　料　　金
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単位 料 金 率 単位 料 金 率
      円 銭 

５０ＶＡまで１日につき １契約 7.91       
１００ＶＡまで   〃 〃 15.81      

臨 １００ＶＡ超過５００ＶＡ
Ａ まで１００ＶＡまでごとに

　　　　　　 　　〃 〃 15.81      
１kVAまで　  　  〃 〃 158.12     

時 １kVA超過３kVAまで１kVA
までごとに　　   〃 〃 158.12     

電 基本料金 10A 308.88     
Ｂ

電力量料金 １kWh 33.01      

灯
基本料金 １kVA 308.88     

Ｃ
電力量料金 １kWh 33.01      

需要家料金 １契約 48.60      

電灯料金
　１０Ｗまで １　灯 88.46      
　２０Ｗまで 〃 133.73     
　４０Ｗまで 〃 224.25     
　６０Ｗまで 〃 314.78     

公 　１００Ｗまで 〃 495.84     
　１００Ｗ超過
　１００Ｗまでごとに 〃 495.84     

衆 小型機器料金
　５０ＶＡまで １機器 214.30     

Ａ 　１００ＶＡまで 〃 343.29     
　１００ＶＡ超過

街 　１００ＶＡまでごとに 〃 343.29     

路
 〔附 　則〕
最低料金
　最初の８kWhまで １契約 220.75     

灯 電力量料金
　８kWh超過分 １kWh 19.69      

基本料金 １kVA 253.80     
Ｂ 電力量料金 １kWh 19.69      

最低月額料金 １契約 220.75     

（旧供給約款附則６の適用
を受けていたお客さま）

現　　行　　料　　金 新　　設　　料　　金

区　　　　　分 区　　　　　分
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単位 料 金 率 単位 料 金 率
      円 銭       円 銭 

低 基本料金 １kW 1,101.60   低 基本料金 １kW 1,122.00   
圧 電力量料金 圧 電力量料金
電 　夏季料金 １kWh 17.06      電 　夏季料金 １kWh 17.37      
力 　その他季料金 〃 15.51      力 　その他季料金 〃 15.80      

定額制供給　１日につき １kW 186.15     定額制供給　１日につき １kW 189.60     

従量制供給 従量制供給
　基本料金 　基本料金

　電力量料金 　電力量料金
　　夏季料金 １kWh 20.45      　　夏季料金 １kWh 20.82      
　　その他季料金 〃 18.60      　　その他季料金 〃 18.94      

基本料金 １kW 432.00     基本料金 １kW 440.00     
電力量料金 電力量料金

農 　夏季料金 １kWh 12.89      農 　夏季料金 １kWh 13.12      
　その他季料金 〃 11.72      　その他季料金 〃 11.94      

事 （旧供給約款附則７の適用を受けて 事 （旧供給約款附則７の適用を受けて
いたお客さま） いたお客さま）
 〔附 　則〕  〔附　 則〕
　　毎年最初の30日まで 　　毎年最初の30日まで

用 　　　０．５kW 4,650.15   用 　　　０．５kW 4,736.27   
　　　１    kW 6,815.69   　　　１　  kW 6,941.91   
　　　２　  kW 10,824.98  　　　２　  kW 11,025.44  
　　　３　  kW 14,886.35  　　　３　  kW 15,162.02  

電 　　　３kW超過１kW増すごとに 2,657.69   電 　　　３kW超過１kW増すごとに 2,706.91   
　  30日をこえる１日につき   　30日をこえる１日につき
　　　０．５kW 40.89      　　　０．５kW 41.65      
　　　１    kW 66.64      　　　１　  kW 67.87      

力 　　　２    kW 133.31     力 　　　２　  kW 135.78     
　　　３    kW 196.69     　　　３　  kW 200.33     
　　　３kW超過１kW増すごとに 58.00      　　　３kW超過１kW増すごとに 59.07      

区　　　　　分 区　　　　　分

臨

時

電

力

臨

時

電

力

低圧電力の該当料金 低圧電力の該当料金
の20パーセント増し の20パーセント増し

新  旧  料  金  率  比  較  表（  電  力  分  ）

現　　行　　料　　金 改　　定　　料　　金
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単位 料 金 率 単位 料 金 率
      円 銭 

低 基本料金 １kW 1,101.60   
圧 電力量料金
電 　夏季料金 １kWh 17.06      
力 　その他季料金 〃 15.51      

定額制供給　１日につき １kW 186.15     

従量制供給
　基本料金

　電力量料金
　　夏季料金 １kWh 20.45      
　　その他季料金 〃 18.60      

基本料金 １kW 432.00     
電力量料金

農 　夏季料金 １kWh 12.89      
　その他季料金 〃 11.72      

事 （旧供給約款附則７の適用を受けて
いたお客さま）
 〔附　 則〕
　　毎年最初の30日まで

用 　　　０．５kW 4,650.15   
　　　１　  kW 6,815.69   
　　　２　  kW 10,824.98  
　　　３　  kW 14,886.35  

電 　　　３kW超過１kW増すごとに 2,657.69   
  　30日をこえる１日につき
　　　０．５kW 40.89      
　　　１　  kW 66.64      

力 　　　２　  kW 133.31     
　　　３　  kW 196.69     
　　　３kW超過１kW増すごとに 58.00      

低圧電力の該当料金
の20パーセント増し

新  旧  料  金  率  比  較  表（  電  力  分  ）

（附則7〔消費税法の改正にともなう経過措置〕）

現　　行　　料　　金 新　　設　　料　　金

臨

時

電

力

区　　　　　分 区　　　　　分
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単位 割 引 額 単位 割 引 額

低
　
圧
　
電
　
力

      円 銭       円 銭 
電化厨房住宅契約 電化厨房住宅契約
　電化厨房住宅割引額 １契約 割引対象額 　電化厨房住宅割引額 １契約 割引対象額

の３ﾊﾟｰｾﾝﾄ の３ﾊﾟｰｾﾝﾄ

　電化厨房住宅割引上限額 １契約 540.00     　電化厨房住宅割引上限額 １契約 550.00     

口座振替割引 口座振替割引
　口座振替割引額 １契約 54    　口座振替割引額 １契約 55

一括前払契約 一括前払契約
　一括前払割引額 　一括前払割引額
　　１年型 １契約 10.80      　　１年型 １契約 11.00      
　　半年型 〃 8.64       　　半年型 〃 8.80       

区　　　　　分 区　　　　　分

新  旧  料  金  率  比  較  表（附則3〔料金についての特別措置〕分）

現　　行　　料　　金 改　　定　　料　　金
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単位 割 引 額 単位 割 引 額

低
　
圧
　
電
　
力

      円 銭 
電化厨房住宅契約
　電化厨房住宅割引額 １契約 割引対象額

の３ﾊﾟｰｾﾝﾄ

　電化厨房住宅割引上限額 １契約 540.00     

口座振替割引
　口座振替割引額 １契約 54    

一括前払契約
　一括前払割引額
　　１年型 １契約 10.80      
　　半年型 〃 8.64       

区　　　　　分 区　　　　　分

新  旧  料  金  率  比  較  表（附則3〔料金についての特別措置〕分）

(附則７〔消費税法の改正にともなう経過措置〕）

現　　行　　料　　金 新　　設　　料　　金
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円 銭厘 円 銭厘
(１)定額制供給 (１)定額制供給

  イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ   イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ
電　　灯 電　　灯

１０Ｗまで １灯 0.886   １０Ｗまで １灯 0.902   
２０Ｗまで 〃 1.770   ２０Ｗまで 〃 1.803   
４０Ｗまで 〃 3.540   ４０Ｗまで 〃 3.606   
６０Ｗまで 〃 5.310   ６０Ｗまで 〃 5.409   
１００Ｗまで 〃 8.851   １００Ｗまで 〃 9.015   
１００Ｗ超過１００Ｗまでごとに 〃 8.851   １００Ｗ超過１００Ｗまでごとに 〃 9.015   

小型機器 小型機器
５０ＶＡまで １機器 2.644   ５０ＶＡまで １機器 2.693   
１００ＶＡまで 〃 5.288   １００ＶＡまで 〃 5.386   
１００ＶＡ超過 １００ＶＡ超過
１００ＶＡまでごとに 〃 5.288   １００ＶＡまでごとに 〃 5.386   

  ロ．臨時電灯Ａ   ロ．臨時電灯Ａ
５０ＶＡまで１日につき １契約 0.071   ５０ＶＡまで１日につき １契約 0.073   
１００ＶＡまで　　　　　 〃 〃 0.143   １００ＶＡまで　　　　　 〃 〃 0.145   
１００ＶＡ超過５００ＶＡ １００ＶＡ超過５００ＶＡ
まで１００ＶＡまでごとに 〃 〃 0.143   まで１００ＶＡまでごとに 〃 〃 0.145   
１kVAまで               　〃 〃 1.427   １kVAまで               　〃 〃 1.453   
１kVA超過３kVAまで１kVA １kVA超過３kVAまで１kVA
までごとに　　　　     　〃 〃 1.427   までごとに　　　　     　〃 〃 1.453   

  ハ．臨時電力   ハ．臨時電力
１日につき １kW 1.499   １日につき １kW 1.527   

  ニ．農事用電力   ニ．農事用電力
（旧供給約款附則７の適用を受けて （旧供給約款附則７の適用を受けて
いたお客さま） いたお客さま）
 〔附　則〕  〔附　則〕

１日につき １日につき
０．５kW １契約 0.375   ０．５kW １契約 0.382   
１    kW 〃 0.750   １    kW 〃 0.763   
２    kW 〃 1.499   ２    kW 〃 1.527   
３    kW 〃 2.249   ３    kW 〃 2.290   
３kW超過１kW増すごとに 〃 0.750   ３kW超過１kW増すごとに 〃 0.763   

(２)従量制供給 １kWh 0.228   (２)従量制供給 １kWh 0.232   

燃　料　費　調　整　基　準　単　価　比　較　表

現　　行　　料　　金 改　　定　　料　　金

区　　　　　分 単位 基準単価 区　　　　　分 単位 基準単価
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円 銭厘
(１)定額制供給

  イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ
電　　灯

１０Ｗまで １灯 0.886   
２０Ｗまで 〃 1.770   
４０Ｗまで 〃 3.540   
６０Ｗまで 〃 5.310   
１００Ｗまで 〃 8.851   
１００Ｗ超過１００Ｗまでごとに 〃 8.851   

小型機器
５０ＶＡまで １機器 2.644   
１００ＶＡまで 〃 5.288   
１００ＶＡ超過
１００ＶＡまでごとに 〃 5.288   

  ロ．臨時電灯Ａ
５０ＶＡまで１日につき １契約 0.071   
１００ＶＡまで　　　　　 〃 〃 0.143   
１００ＶＡ超過５００ＶＡ
まで１００ＶＡまでごとに 〃 〃 0.143   
１kVAまで               　〃 〃 1.427   
１kVA超過３kVAまで１kVA
までごとに　　　　     　〃 〃 1.427   

  ハ．臨時電力
１日につき １kW 1.499   

  ニ．農事用電力
（旧供給約款附則７の適用を受けて
いたお客さま）
 〔附　則〕

１日につき
０．５kW １契約 0.375   
１    kW 〃 0.750   
２    kW 〃 1.499   
３    kW 〃 2.249   
３kW超過１kW増すごとに 〃 0.750   

(２)従量制供給 １kWh 0.228   

燃　料　費　調　整　基　準　単　価　比　較　表

（附則７〔消費税法の改正にともなう経過措置〕）

現　　行　　料　　金 新　　設　　料　　金

区　　　　　分 単位 基準単価 区　　　　　分 単位 基準単価
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単位 区　　　　　分 単位

円 銭 円 銭

一般供給設備の工事費負担金

　架空配電設備の場合

　　超過こう長 １m 3,456.00

　地中配電設備の場合

　　超過こう長 〃 27,324.00

※工事費負担金は、一般送配電事業者が託送約款等にもとづき当社に請求する工事費負担金等を工事費負担金等相当額

として申し受けることとした。

工　事　費　負　担　金　金　額  比  較  表

現　　行　　料　　金 改　　定　　料　　金

区　　　　　分 金額 金額
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供給条件の変更の内容  

 

 平成 26年改正法附則第 16条第  3 項の規定によりなおその効力

を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法第 19

条第  7 項の規定にもとづき届け出る特定小売供給約款の供給条

件の変更につきましては，「社会保障の安定財源の確保等を図

る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す

る等の法律等の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 85号）

による消費税法の改正および「社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付

税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」（平成 28

年法律第 86号）による地方税法の改正にともない，消費税率の

引き上げに必要となる変更を行ないました。  

また , 平成 26年改正法附則第 16条第  3 項の規定によりなおそ

の効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業

法第 19条第  4 項の規定にもとづき届け出る特定小売供給約款の

供給条件の変更につきましては , ホールディングカンパニー

制へ移行したことにともなう託送供給に係る供給条件の明確

化等に必要となる変更を行ないました。  



 

 

 

 

 

 

 

 

3 工事費負担金等相当額説明書 
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工事費負担金等相当額説明書  

 

 工事費負担金等相当額については，お客さまの需要場所を供給区

域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」といい

ます。）が，当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款および

その他の供給条件等にもとづき，お客さまへの電気の供給にともな

う工事等に係る工事費負担金，費用の実費または実費相当額等とし

て当社に請求する金額といたしました。  

 

 

 


